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但馬君氏と但馬国の有力氏族

紅林　　怜
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は
じ
め
に

先
に
筆
者
は
、
但
馬
君
氏
に
つ
い
て
簡
単
な
考
察
を
行
っ

た（
一
）。
そ
こ
で
は
、
但
馬
君
氏
が
但
馬
国
造
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
但
馬
君
氏
を
但
馬
国
に
お
け
る
ア
メ
ノ

ヒ
ボ
コ
後
裔
氏
族
の
中
心
と
み
て
よ
い
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ

ら
の
点
は
、
す
で
に
鷺
森
浩
幸
「
名
代
日
下
部
氏
の
成
立
と
展

開
」
に
お
い
て
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
鷺
森
論
文
は
、
但
馬
君
氏

に
つ
い
て
十
分
に
論
じ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た（
二
）。
旧
稿
は
、

そ
の
鷺
森
論
文
を
首
肯
し
つ
つ
、
但
馬
君
氏
と
但
馬
国
造
の
系

譜
に
着
目
し
、
右
の
点
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
紙
幅

の
関
係
も
あ
り
、
叙
述
は
結
論
的
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
改
め
て
こ
の
問
題
を
、
但
馬
国
造
と
但

馬
国
内
の
有
力
氏
族
と
の
関
係
、
お
よ
び
但
馬
国
造
の
系
譜
と

ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
系
譜
と
の
関
係
を
中
心
に
論
じ
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
。

第
一
章　

史
料
に
み
え
る
但
馬
君
氏

但
馬
君
氏
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
国
名
を
ウ
ヂ
名
と
し
て

い
る
こ
と
、
君
の
カ
バ
ネ
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
但
馬
国

内
に
お
け
る
有
力
氏
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
し
か

し
、
但
馬
君
氏
の
名
の
み
え
る
史
料
は
、
次
の
三
点
が
残
さ
れ

る
の
み
で
あ
る
。

〔
史
料
１
〕『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
越
部
里
条

越
部
里
（
旧
名
皇
子
代
里
）
土
中
々
。
所
三

以
号
二

皇
子

代
一

者
、
勾
宮
天
皇
之
世
、
寵
人
、
但
馬
君
小
津
、
蒙
レ

寵

賜
レ

姓
、
為
二

皇
子
代
君
一

而
。
造
二

三
宅
於
此
村
一、
令
二

仕

奉
一

之
。
故
曰
二

皇
子
代
村
一。
後
、
至
下

上
野
大
夫
結
二

卅

戸
一

之
時
上、
改
号
二

越
部
里
一。
一
云
、
自
二

但
馬
国
三
宅
一

越

来
、
故
号
二

越
部
村
一。（
傍
線
部
は
筆
者
。
以
降
同
様
。）

〔
史
料
２
〕『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
元
年
四
月
十
六
日
条

詔
曰
、
朕
聞
、
善
政
之
報
霊

不
レ

違
、
洪
化
之
符
神
輸

必
至
。
朕
以
二

寡
薄
一

辱
奉
二

不
基
一、
徳
未
レ

動
レ

天
、
恵
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非
レ

感
レ

物
。
而
去
正
月
即
位
之
日
、
但
馬
国
獲
二

白
雉
一
一、

二
月
十
日
尾
張
国
言
。
木
連
理
、
閏
二
月
廿
一
日
、
備
後

国
貢
二

白
鹿
一
一。（
中
略
）
宜
レ

復
二

尾
張
、
但
馬
、
備
後
等

三
国
百
姓
当
年
徭
役
十
日
一。
就
レ

中
瑞
所
レ

出
土
、
特
須
二

優
矜
一。
其
葦
田
郡
勿
レ

輸
二

今
年
之
調
一。
春
部
及
養
父
郡
並

免
二

当
年
之
庸
一。
其
接
二―

得
神
物
一

者
多
治
部
橘
、
但
馬
公

得
継
等
叙
二

正
六
位
上
一、
賜
レ

物
准
レ

例
。（
後
略
）

〔
史
料
３
〕 『
先
代
旧
事
本
紀
』「
国
造
本
紀
」
吉
備
品
治
国
造

条

吉
備
品
治
国
造
。
志
賀
高
穴
穂
朝
。
多
遅
麻
君
同
祖
若
角

城
命
三
世
孫
大
船
足
尼
定
二

賜
国
造
一。

史
料
１
は
、
越
部
里
（
旧
名
皇
子
代
里
）
の
地
名
起
源
伝
承

で
あ
り
、
但
馬
君
小
津
が
勾
宮
天
皇
（
安
閑
天
皇
）
の
寵
愛
を

受
け
、
皇
子
代
君
の
姓
を
賜
り
、
播
磨
国
の
越
部
の
地
に
ミ
ヤ

ケ
を
造
っ
て
奉
仕
し
た
こ
と
か
ら
皇
子
代
村
と
呼
ば
れ
た
と
い

う
。
ま
た
、
但
馬
国
の
三
宅
か
ら
越
し
て
来
た
か
ら
越
部
村
と

名
づ
け
た
と
い
う
別
の
伝
え
も
載
せ
て
い
る
。

こ
の
記
事
は
、
但
馬
国
の
但
馬
君
氏
と
、
隣
国
の
播
磨
国
揖

保
郡
と
の
関
係
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
が
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
揖
保
里
条
に
、
ア
メ
ノ
ヒ

ボ
コ
伝
承
の
み
え
る
こ
と
も
参
考
に
な
る
。
但
馬
国
は
ア
メ
ノ

ヒ
ボ
コ
が
最
終
的
に
落
ち
着
い
た
地
と
さ
れ
、『
播
磨
国
風
土

記
』
に
お
け
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
伝
承
は
、
但
馬
国
に
発
し
て
播

磨
国
を
流
れ
る
揖
保
川
流
域
に
集
中
的
に
分
布
す
る（
三
）。
ま

た
、
後
述
の
と
お
り
、
但
馬
国
養
父
郡
・
朝
来
郡
の
郡
領
氏
族

で
あ
る
日
下
部
氏
は
、
八
世
紀
に
は
但
馬
国
造
氏
に
認
定
さ
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
播
磨
国
揖
保
郡
内
に
は
、
右
の
越

部
里
と
隣
接
し
て
日
下
部
里
が
存
在
す
る
。
鷺
森
浩
幸
は
こ
れ

ら
の
点
に
注
目
し
、
但
馬
国
の
勢
力
が
播
磨
国
内
に
も
お
よ
ん

で
い
た
と
し
て
い
る（
四
）。

越
部
屯
倉
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
安
閑
天
皇
二
年
条

に
も
設
置
記
事
が
み
え
、
実
在
し
た
ミ
ヤ
ケ
と
み
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
但
馬
君
小
津
の
実
在
は
確
認
で
き
な
い
が
、
播
磨
国
内

に
設
置
さ
れ
た
ミ
ヤ
ケ
の
管
理
者
が
、
隣
国
に
出
自
を
持
つ
者

か
ら
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

史
料
１
は
、
但
馬
君
氏
が
、
安
閑
天
皇
の
こ
ろ
、
あ
る
い
は

但
馬
・
播
磨
地
域
に
ミ
ヤ
ケ
が
設
置
さ
れ
た
こ
ろ
（
六
世
紀
段

階
）
に
お
い
て
、
播
磨
の
地
域
に
も
一
定
の
勢
力
を
有
し
た
有
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力
な
一
族
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

史
料
２
は
、
時
代
が
下
っ
て
、『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
元

年
（
八
七
七
）
四
月
条
に
お
け
る
但
馬
公
得
継
の
記
事
で
あ
る
。

得
継
は
、
こ
の
年
の
正
月
に
白
雉
を
献
上
し
た
た
め
、
本
条
に

お
い
て
正
六
位
上
を
叙
位
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
祥
瑞
の

献
上
記
事
に
お
い
て
は
、
そ
の
祥
瑞
を
献
上
し
た
人
物
や
そ
の

国
の
国
守
に
対
し
て
叙
位
や
褒
賞
が
あ
り
、
祥
瑞
の
発
見
さ
れ

た
国
郡
に
対
し
て
免
税
措
置
が
と
ら
れ
た
と
す
る
の
が
一
般
的

で
あ
る
。
本
条
に
お
い
て
、
但
馬
国
内
で
免
税
措
置
を
受
け
て

い
る
の
は
養
父
郡
で
あ
り
、
但
馬
公
得
継
は
養
父
郡
の
人
物
で

あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

養
父
郡
は
日
下
部
氏
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
の
記
事
は
、
そ
の
養
父
郡
に
も
但
馬
公
（
君
）
氏
が
居

住
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
推
測
を
加
え
る
な

ら
ば
、
か
つ
て
但
馬
君
氏
の
勢
力
が
、
こ
の
養
父
郡
の
地
域
に

も
お
よ
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
記
事
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

史
料
３
は
、
吉
備
品
治
国
造
が
多
遅
麻
（
但
馬
）
君
氏
と
同

系
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。『
古
事
記
』
開
化
天

皇
段
に
み
え
る
日
子
坐
王
の
系
譜
に
は
、
日
子
坐
王
の
曾
孫
の

息
長
宿
祢
王
と
、
葛
城
之
高
額
比
売
と
の
間
に
生
ま
れ
た
息
長

日
子
王
を
、
吉
備
品
遅
君
と
針
間
阿
宗
君
の
祖
と
し
て
い
る
。

吉
備
品
治
国
造
と
吉
備
品
遅
君
と
は
同
一
の
氏
族
と
み
て
よ
い

で
あ
ろ
う
か
ら
、
吉
備
品
治
国
造
は
日
子
坐
王
系
で
あ
り
、
多

遅
麻
君
氏
も
、
日
子
坐
王
系
の
系
譜
を
称
し
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
同
じ
日
子
坐
王
系
譜
で
は
、
息
長
宿
祢
王
と
河
俣

稲
依
毘
売
と
の
間
に
生
ま
れ
た
大
多
牟
坂
王
を
多
遅
摩
国
造
の

祖
と
し
て
お
り
（
以
上
、
系
図
１
参
照
）、「
国
造
本
紀
」
の
多

遅
麻
国
造
条
に
も
、「
多
遅
麻
国
造
。
志
賀
高
穴
穂
朝
御
世
。

竹
野
君
同
祖
彦
坐
王
五
世
孫
船
穂
足
尼
定
賜
国
造
」
と
み
え

る
。し

た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
但
馬
君
氏
も
但
馬
国
造

も
、
と
も
に
日
子
坐
王
系
の
系
譜
を
称
し
て
い
た
こ
と
に
な

り
、
但
馬
国
造
に
は
但
馬
君
氏
が
任
じ
ら
れ
て
い
た
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
な
お
、
息
長
日
子
王
の
母
と
さ
れ
る
葛
城
之
高

額
比
売
は
、『
古
事
記
』
応
神
天
皇
段
に
み
え
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
系
譜
に
お
い
て
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
後
裔
の
多
遅
摩
比
多
訶

の
子
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
（
系
図
２
参
照
）、
こ
の
点
は
但
馬

君
氏
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
後
裔
氏
族
と
の
関
係
を
考
え
る
う
え
で

注
目
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
取
り
あ
げ
る
こ
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と
に
し
た
い
。

系
図
１
【『
古
事
記
』
開
化
天
皇
段　

日
子
坐
王
系
譜
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

息
長
水
依
比
売
（
天
之
御
影
神
女
）

開
化
天
皇　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
代
之
大
筒
木
真
若
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
子
坐
王

意
祁
都
比
売
命
（
丸
爾
臣
祖
日
古
国
意
祁
都
命
妹
）　
　
　
　
　
　

比
古
意
須
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

袁
祁
都
比
売
命

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
理
泥
王　
　

丹
波
能
阿
治
佐
波
毘
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

息
長
帯
比
売
命
（
神
功
皇
后
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

葛
城
高
額
比
売

　

迦
邇
米
雷
王　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

息
長
日
子
王
（
吉
備
品
遅
君
・
針
間
阿
宗
君
祖
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

息
長
宿
祢
王

　

高
材
比
売
（
丹
波
遠
津
臣
女
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
多
牟
坂
王
（
多
遅
摩
国
造
祖
）

河
俣
稲
依
毘
売
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系
図
２
【『
古
事
記
』
応
神
天
皇
段　

ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
系
譜
】

　
　
　
　

天
之
日
矛

　
　
　
　
　
　
　
　
　

多
遅
摩
母
呂
須
玖　
　
　

多
遅
摩
斐
泥　
　
　

多
遅
摩
比
那
良
岐

俣
尾　
　

前
津
見

多
遅
摩
毛
理

多
遅
摩
比
多
訶

清
日
子　
　
　
　
　

酢
鹿
之
諸
男　
　
　
　
　
　
　

葛
城
高
額
比
売

当
摩
咩
斐　
　
　
　
　

菅
竈
由
良
度
美
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第
二
章　

但
馬
国
造
と
但
馬
国
内
の
有
力
氏
族

前
章
で
は
、
但
馬
君
（
公
）
氏
の
名
の
み
え
る
史
料
、
お
よ

び
『
古
事
記
』
の
日
子
坐
王
系
譜
、「
国
造
本
紀
」
の
系
譜
か

ら
は
、
但
馬
君
氏
が
但
馬
国
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
述

べ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
但
馬
国
造
に

任
じ
ら
れ
た
氏
族
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
一
般
的
に
は
日
下
部

氏
で
あ
る
。

但
馬
地
域
の
古
代
氏
族
に
つ
い
て
の
研
究
の
嚆
矢
と
な
っ
た

の
は
、
桜
井
良
翰
に
よ
り
江
戸
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
但
馬

考
』
で
あ
り
、
こ
の
著
書
を
、
そ
の
後
、
良
翰
の
子
孫
で
あ
る

桜
井
勉
が
再
編
集
し
た
の
が
『
校
補　

但
馬
考
』
で
あ
る（
五
）。

こ
れ
ら
に
お
い
て
、
但
馬
国
造
に
任
じ
ら
れ
た
氏
族
と
さ
れ
て

い
る
の
は
日
下
部
氏
で
あ
る
。
ま
た
、
の
じ
ぎ
く
文
庫
よ
り
シ

リ
ー
ズ
と
し
て
出
版
さ
れ
た
『
但
馬
史
』
に
お
い
て
、
古
代
を

担
当
し
た
石
田
松
蔵
は
、
日
下
部
氏
は
但
馬
君
氏
か
ら
の
分
派

で
あ
り
、
最
終
的
に
二
氏
が
「
転
位
固
定
」
し
た
と
し
て
、
こ

の
氏
族
を
「
多
遅
摩
氏
」
と
呼
ん
で
い
る（
六
）。
こ
の
ほ
か
、

関
係
地
域
の
自
治
体
史
に
お
い
て
も
、
日
下
部
氏
を
但
馬
国
造

と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る（
七
）。

そ
の
史
料
的
根
拠
は
、
朝
来
郡
粟
鹿
神
社
所
蔵
の
『
田
道
間

国
造
日
下
部
家
譜
大
綱
』
や
『
続
群
書
類
従
』
所
収
の
「
日
下

部
系
図
」、「
朝
倉
系
図
」（「
日
下
部
系
図
」
別
本
）
な
ど
で
あ

る
。『

田
道
間
国
造
日
下
部
家
譜
大
綱
』
は
、
日
下
部
氏
の
系
図

を
日
子
坐
王
に
始
ま
る
但
馬
国
造
の
系
譜
に
結
び
つ
け
た
も
の

で
あ
り
、『
古
事
記
』、「
国
造
本
紀
」、「
日
下
部
系
図
」
な
ど

を
あ
わ
せ
て
作
成
し
た
系
譜
で
あ
る
。
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー
に

欠
け
、
田
中
忠
雄
は
、
そ
の
古
代
部
分
は
記
紀
や
「
国
造
本
紀
」

の
記
述
に
基
づ
く
だ
け
で
は
な
く
『
三
国
史
記
』
の
所
伝
に
よ

る
も
の
も
あ
る
と
し
て
、
室
町
時
代
の
成
立
と
推
測
し
て
い

る（
八
）。

こ
れ
に
対
し
て
「
日
下
部
系
図
」
は
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー

の
認
め
ら
れ
る
系
図
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
下
部
氏
は

孝
徳
天
皇
を
祖
と
し
、
そ
の
子
の
有
馬
皇
子
の
子
の
表
米
の
尻

付
に
「
養
父
郡
大
領
」
と
あ
り
、
天
智
朝
に
日
下
部
姓
を
賜
与

さ
れ
た
と
あ
る
。
表
米
に
つ
い
て
は
、「
朝
倉
系
図
」
で
は
孝

徳
天
皇
の
子
（
有
馬
皇
子
の
弟
）
と
さ
れ
、
孝
徳
朝
の
戊
申
年

＝
大
化
四
年
（
六
四
八
）
に
養
父
郡
の
大
領
に
任
じ
ら
れ
た
と
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さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
日
下
部
系
図
」、「
朝
倉
系
図
」
い
ず
れ

に
お
い
て
も
、
表
米
の
子
の
都
牟
自
は
、
孝
徳
朝
の
癸
丑
年
＝

白
雉
四
年
（
六
五
三
）
に
養
父
郡
少
領
に
任
じ
ら
れ
、
斉
明
朝

の
己
未
年
＝
斉
明
五
年
（
六
五
九
）
に
大
領
に
転
じ
、
天
武
朝

の
癸
未
年
＝
天
武
十
二
年
（
六
八
三
）
に
死
去
す
る
ま
で
そ
の

任
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
都
牟
自
の
子
の
荒
島
は
文

武
朝
の
戊
戌
年
＝
文
武
二
年
（
六
九
八
）
に
朝
来
郡
大
領
に
任

じ
ら
れ
、
荒
島
の
子
の
老
も
霊
亀
三
年
（
七
一
七
）
に
朝
来
郡

少
領
に
任
じ
ら
れ
、
養
老
七
年(
七
二
三)

に
大
領
に
転
じ
た

と
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
も
、
一
族
の
人
物
が
養
父
郡
と
朝
来

郡
の
郡
領
に
任
じ
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。

日
下
部
氏
が
孝
徳
を
祖
と
す
る
と
あ
る
こ
と
（
す
な
わ
ち
、

表
米
を
孝
徳
の
孫
な
い
し
子
と
す
る
こ
と
）
は
事
実
と
は
考
え

難
い
が
、
孝
徳
朝
に
表
米
が
養
父
郡
（
評
）
の
大
領
（
評
造
）

に
任
じ
ら
れ
、
そ
の
子
の
都
牟
自
が
養
父
評
造
の
地
位
を
継
承

し
、
都
牟
自
の
子
の
荒
島
が
「
戊
戌
年
」（
文
武
二
年
）
に
朝

来
郡
（
評
）
の
大
領
（
評
造
）
に
任
じ
ら
れ
た
と
あ
る
こ
と
は
、

事
実
の
伝
え
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
干
支
で
年
代
が
記
さ
れ

る
こ
と
も
、
そ
の
信
憑
性
を
示
し
て
い
る
。
日
下
部
氏
が
養
父

郡
と
朝
来
郡
の
郡
領
氏
族
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
と
考
え
ら
れ

る
。ま

た
、「
日
下
部
系
図
」
に
は
、
荒
島
の
子
の
弘
道
と
、
老

の
子
（
荒
島
の
孫
）
の
大
継
の
尻
付
に
「
国
造
兵
衛
」
と
あ
り
、

「
朝
倉
系
図
」
で
は
大
継
の
弟
の
子
祖
父
も
「
国
造
兵
衛
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
も
注
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
国

造
兵
衛
」
は
国
造
氏
か
ら
出
仕
し
た
兵
衛
と
考
え
て
よ
い
で
あ

ろ
う
か
ら
、
弘
道
・
大
継
・
子
祖
父
の
こ
ろ
（
八
世
紀
こ
ろ
）

は
、
日
下
部
氏
が
但
馬
国
の
国
造
氏
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

る（
九
）。
し
か
し
、「
日
下
部
系
図
」
の
日
下
部
氏
（
養
父
郡
を

本
拠
と
し
た
日
下
部
氏
）
は
、
孝
徳
を
祖
と
す
る
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら
、「
大
化
以
前
」
に
お
い
て
但
馬
国
造
に
任
じ
ら
れ

て
い
た
一
族
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
石
田
松
蔵
は
、
日
下

部
氏
が
孝
徳
を
祖
と
す
る
の
は
、
そ
の
こ
ろ
に
有
力
な
一
族
に

な
っ
た
印
象
が
鮮
明
に
な
っ
た
た
め
と
し
て
い
る
が
、
妥
当
な

推
測
で
あ
ろ
う（
一
〇
）。
つ
ま
り
、
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
に

国
造
氏
が
認
定
さ
れ
た
際
（
あ
る
い
は
そ
の
後
の
あ
る
時
期
）

に
、
日
下
部
氏
が
但
馬
君
氏
に
か
わ
っ
て
但
馬
国
造
氏
に
定
め

ら
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
日
下
部
氏
の
ほ
か
に
、
但
馬
国
造
で
あ
っ
た
と
伝
え

る
氏
族
と
し
て
、『
粟
鹿
大
明
神
元
記
』（
以
下
『
元
記
』）
に
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そ
の
系
譜
を
伝
え
る
神
部
直
氏
が
あ
げ
ら
れ
る（
一
一
）。
こ
の

『
元
記
』
は
、
但
馬
国
南
部
の
朝
来
郡
に
鎮
座
す
る
粟
鹿
神
社

の
奉
斎
氏
族
で
あ
る
神
部
直
氏
の
系
譜
で
あ
り
、
素
佐
乃
乎
命

に
始
ま
り
、
和
銅
元
年
（
七
〇
八
）
に
こ
の
系
譜
を
ま
と
め
た

と
さ
れ
る
根
𨳯
に
至
る
系
譜
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
成
務

朝
に
神
部
直
速
日
が
神
部
直
の
姓
を
賜
り
、
但
馬
国
造
に
任
じ

ら
れ
、
そ
の
子
の
神
部
直
忍
が
粟
鹿
大
神
を
将
来
し
て
そ
の
祭

主
（
神
主
）
と
な
り
、
但
馬
国
造
に
も
任
じ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
忍
以
来
、
神
部
直
氏
が
代
々
粟
鹿
大
神
の
神
主
と
し
て

仕
え
て
き
た
と
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
根
𨳯
の
父
の
万
侶
の
尻
付
に
は
、「
難
波
長
柄
豊
前

宮
御
宇
天
万
豊
日
天
皇
御
世
、
天
下
郡
領
并
国
造
・
県
領
定
賜
、

于
時
朝
来
郡
国
造
事
取
持
申
、
即
大
九
位
叙
仕
奉
」
と
み
え
る
。

「
朝
来
郡
国
造
事
」
は
難
解
で
あ
る
が
、
根
𨳯
自
身
の
尻
付
に
、

斉
明
朝
に
「
始
叙
朝
来
郡
大
領
司
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

万
侶
は
孝
徳
朝
に
は
朝
来
郡
（
評
）
の
「
大
領
司
」（
評
造
）

に
叙
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
朝
来
郡
国
造
事
取

持
申
」
と
い
う
の
は
、
万
侶
が
朝
来
郡
（
評
）
に
お
い
て
国
造

（
但
馬
国
造
）
と
し
て
奉
仕
し
た
、
と
い
う
意
味
に
解
す
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

『
元
記
』
は
、
神
部
直
氏
が
代
々
粟
鹿
神
社
の
神
主
を
世
襲

し
て
き
た
こ
と
を
主
張
す
る
系
譜
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
、
但

馬
国
造
に
任
じ
ら
れ
、
朝
来
郡
領
に
も
任
じ
ら
れ
た
一
族
で

あ
っ
た
こ
と
も
付
け
加
え
た
も
の
で
あ
る
。『
元
記
』
の
末
尾

に
は
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
正
月
二
十
一
日
附
け
の
神
祇
官

の
証
判
が
あ
り
、
そ
の
直
前
に
神
部
直
氏
か
ら
神
祇
官
に
提
出

さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
こ
ろ
に
は
粟
鹿
神
社
の
神
主
の

地
位
は
日
下
部
氏
に
奪
わ
れ
て
お
り
、
朝
来
郡
の
郡
領
職
も
、

さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
八
世
紀
以
降
日
下
部
氏
が
就
任
し
て
い

る
。『
元
記
』
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
、
神
部
直

氏
が
粟
鹿
神
社
の
神
主
の
地
位
を
奪
い
返
す
目
的
で
提
出
さ
れ

た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、『
元
記
』
に

神
部
直
氏
が
但
馬
国
造
に
任
じ
ら
れ
た
と
あ
っ
て
も
、
た
だ
ち

に
そ
れ
を
、
事
実
の
伝
え
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
朝
来
郡

の
神
部
直
氏
の
勢
力
が
、
他
の
但
馬
国
内
に
お
よ
ん
で
い
た
こ

と
を
示
す
よ
う
な
史
料
は
ほ
か
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

り
、
但
馬
国
造
に
は
、
や
は
り
但
馬
君
氏
が
任
じ
ら
れ
て
い
た

と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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第
三
章　

但
馬
国
造
の
系
譜
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
系
譜

次
に
、
但
馬
国
造
（
但
馬
君
氏
）
の
系
譜
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ

系
譜
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
は
、
記
紀
の
伝
承
に
よ
れ
ば
、
新
羅
王
の
子

で
日
本
に
渡
来
し
、
各
地
を
遍
歴
し
て
最
終
的
に
但
馬
に
居
住

し
た
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。『
古
事
記
』
応
神
天
皇
段
に
は
、

先
に
系
図
２
と
し
て
掲
げ
た
系
譜
を
伝
え
、『
日
本
書
紀
』
垂

仁
天
皇
三
年
三
月
条
・
八
十
八
年
七
月
条
に
は
、
次
の
よ
う
な

系
譜
を
伝
え
て
い
る
。

系
図
３
【『
日
本
書
紀
』
垂
仁
紀
に
よ
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
系
譜
】

　
　
　
　

天
日
槍

　
　
　
　
　
　
　
　

但
馬
諸
助　
　

但
馬
日
楢
杵　
　

清
彦　
　

田
道
間
守

太
耳

麻
多
烏

両
者
に
は
違
い
も
多
く
、『
古
事
記
』
で
は
、
但
馬
に
留
ま
っ

た
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
は
多
遅
摩
の
俣
尾
の
娘
の
前
津
見
を
妻
と

し
、
そ
の
間
に
多
遅
摩
母
呂
須
玖
が
生
ま
れ
た
と
あ
り
、『
日

本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
三
年
三
月
条
で
は
、
但
馬
国
の
出
嶋
（
出

石
）
の
人
で
あ
る
太
耳
の
娘
の
麻
多
烏
を
妻
と
し
て
但
馬
諸
助

（『
古
事
記
』
に
い
う
多
遅
摩
母
呂
須
玖
）
が
生
ま
れ
た
と
あ

る（
一
二
）。
そ
の
後
の
子
孫
に
つ
い
て
も
、『
古
事
記
』
で
は
、

神
功
皇
后
の
母
と
さ
れ
る
葛
城
高
額
比
売
命
ま
で
記
す
の
に
対

し
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
三
年
三
月
条
で
は
、
田
道
間
守

（『
古
事
記
』
に
い
う
多
遅
摩
毛
理
）
ま
で
し
か
記
さ
れ
て
い
な

い
。そ

し
て
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
九
十
年
二
月
条
・
九
十
九

年
十
二
月
条
に
は
田
道
間
守
の
常
世
国
訪
問
伝
承
を
載
せ
、
そ

の
末
尾
に
「
田
道
間
守
、
是
三
宅
連
之
始
祖
也
」
と
記
す
の
で

あ
る
。
ま
た
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
は
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
後
裔
氏

族
と
し
て
三
宅
連
・
糸
井
造
・
橘
守
の
三
氏
を
載
せ
て
い
る
。

〔
史
料
４
〕『
新
撰
姓
氏
録
』
左
京
諸
蕃
下　

橘
守
条

橘
守　

三
宅
連
同
祖
。
天
日
桙
命
之
後
也
。

〔
史
料
５
〕『
同
』
右
京
諸
蕃
下　

三
宅
連
条

三
宅
連　

新
羅
国
王
子
天
日
桙
命
之
後
也
。

〔
史
料
６
〕『
同
』
大
和
国
諸
蕃　

糸
井
造
条

糸
井
造　

三
宅
連
同
祖
。
新
羅
国
人
天
日
槍
命
之
後
也
。
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〔
史
料
７
〕『
同
』
摂
津
国
諸
蕃　

三
宅
連
条

三
宅
連　

新
羅
国
王
子
天
日
桙
命
之
後
也
。

こ
れ
ら
の
中
央
の
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
後
裔
氏
族
に
つ
い
て
、
宿

南
保
は
、
但
馬
か
ら
大
和
に
移
住
し
た
も
の
と
し
て
い
る（
一
三
）。

現
在
の
奈
良
県
田
原
本
町
・
三
宅
町
の
一
帯
に
は
、「
但
馬
」

「
三
宅
」
な
ど
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
関
係
の
地
名
が
集
中
し
、
糸
井

神
社
も
所
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
た
し
か
に
そ
の
可

能
性
は
高
い
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
後
裔
氏
族

の
す
べ
て
が
但
馬
を
捨
て
て
大
和
に
移
住
し
た
と
は
考
え
難

い
。
こ
れ
ま
で
、
但
馬
国
に
お
け
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
後
裔
氏
族

の
中
心
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
出
石
君
氏
で
あ
る
。

出
石
は
、『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
が
そ
の

地
の
女
性
を
妻
と
し
て
最
終
的
に
居
住
し
た
地
と
さ
れ
、
ア
メ

ノ
ヒ
ボ
コ
の
将
来
し
た
宝
物
の
う
ち
の
小
刀
を
出
石
と
い
っ
た

と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
但
馬
国
出
石
郡
に
鎮
座
す
る
出
石
神

社
は
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
に
「
伊
豆
志
坐
神
社
」
と
み
え
、

ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
と
そ
の
将
来
し
た
宝
物
を
祭
神
と
し
て
い
る
。

そ
の
出
石
神
社
の
奉
祭
祀
族
と
考
え
ら
れ
る
の
が
出
石
君
氏
で

あ
る
。
出
石
君
氏
を
但
馬
国
内
に
お
け
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
後
裔

氏
族
の
中
心
と
考
え
る
の
は
、
も
っ
と
も
な
こ
と
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
、
出
石
君
氏
の
人
物
が
み
え
る
史
料
は
、
次
の
一

点
が
残
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

〔
史
料
８
〕『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
広
山
里
麻
打
山
条

麻
打
山　

昔
但
馬
国
人
伊
頭
志
君
麻
良
比
、
家
二

居
此
山
一。

二
女
、
夜
打
レ

麻
。
即
麻
置
二

於
己
胸
一

死
。
故
号
二

麻
打

山
一。
于
レ

今
、
居
二

此
辺
一

者
至
レ

夜
不
レ

打
レ

麻
矣
。
俗
人
云
、

讃
岐
国
」

こ
の
記
事
か
ら
は
、
伊
頭
志
（
出
石
）
君
麻
良
比
が
但
馬
国

の
人
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
る
が
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
後
裔
氏

族
で
あ
っ
た
こ
と
は
う
か
が
え
な
い
。
石
田
松
蔵
は
、
出
石
君

氏
を
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
妻
を
出
し
た
出
石
の
一
族
の
後
裔
氏
族

と
し
て
い
る
が
、
首
肯
で
き
る
見
解
で
あ
る（
一
四
）。
す
な
わ

ち
、
出
石
君
氏
は
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
後
裔
氏
族
の
主
流
と
は
い
え

な
い
の
で
あ
り
、
但
馬
国
に
お
け
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
後
裔
氏
族

の
中
心
は
ほ
か
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

但
馬
国
に
お
い
て
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
な
い
し
そ
の
後
裔
を
祀

る
式
内
社
は
、
出
石
郡
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
養
父
郡
・
気
多
郡
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な
ど
に
も
分
布
し
て
お
り
、
但
馬
国
内
に
広
く
そ
の
後
裔
氏
族

の
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
但

馬
国
内
の
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
後
裔
氏
族
の
中
心
と
し
て
は
、
但
馬

国
内
に
広
く
勢
力
を
お
よ
ば
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
但
馬
君

氏
（
但
馬
国
造
）
を
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
系
譜
に
お
い
て
、
そ
の
後
裔
が

多
く
タ
ジ
マ
（
但
馬
）
を
そ
の
名
に
帯
び
て
い
る
の
も
、
そ
の

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
問
題
と
な
る
の
は
、
ア
メ
ノ
ヒ

ボ
コ
後
裔
氏
族
と
考
え
ら
れ
る
但
馬
君
氏
が
、
な
に
ゆ
え
日
子

坐
王
系
の
系
譜
を
称
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
先
に
述

べ
た
と
お
り
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
息
長
帯
比
売
命
（
神
功

皇
后
）
の
母
の
葛
城
高
額
比
売
を
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
後
裔
と
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
息
長
帯
比
売
命
の
父
の
息
長
宿
祢
王
は
、

日
子
坐
王
の
曾
孫
で
あ
り
、
そ
の
息
長
宿
祢
王
と
河
俣
稲
依
毘

売
と
の
間
に
生
ま
れ
た
大
多
牟
坂
王
が
多
遅
摩
（
但
馬
）
国
造

の
祖
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
系

譜
と
日
子
坐
王
系
譜
は
、
息
長
氏
の
系
譜
を
介
し
て
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

息
長
氏
と
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
後
裔
氏
族
の
系
譜
が
結
び
つ
け
ら

れ
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
伝
承
に
み
え
る
そ
の

海
女
的
・
巫
女
的
性
格
と
、
息
長
帯
比
売
（
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ

ヒ
メ
）
と
い
う
名
と
の
関
係
性
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
伝
承
に
お
け

る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
遍
歴
地
と
息
長
氏
の
居
住
地
と
の
関
連
性

な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
一
五
）。
ま
た
、
葛
城
高
額
比
売
を

ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
の
後
裔
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
ノ
ヒ

ボ
コ
が
大
和
に
移
住
し
た
こ
と
と
関
係
さ
せ
て
理
解
す
る
説
も

あ
る（
一
六
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
子
坐
王
系
譜
は
、
多
く
の
氏
族
の
系
譜

を
統
合
し
、
系
統
づ
け
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
系
譜
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
但
馬
君
氏
（
但
馬
国
造
）
は
、
王
権

に
よ
る
こ
の
よ
う
な
系
譜
の
系
統
化
の
な
か
で
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ

コ
を
祖
と
し
て
き
た
系
譜
を
、
息
長
氏
を
介
す
る
形
で
日
子
坐

王
系
譜
に
結
び
つ
け
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
但
馬
君
氏
に
と
っ
て
、
新
羅
王
子
の

ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
を
祖
と
す
る
よ
り
は
、
王
族
に
そ
の
出
自
を
求

め
る
方
が
、
自
氏
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
と
判
断
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
王
権

に
認
め
ら
れ
て
初
め
て
成
立
す
る
系
譜
で
あ
り
、
そ
の
契
機
と
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し
て
は
、
ま
ず
は
但
馬
君
氏
が
但
馬
国
造
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と

が
推
定
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
孝
徳
朝
以
降
に

但
馬
国
内
に
お
け
る
最
有
力
の
地
位
を
日
下
部
氏
に
奪
わ
れ
て

い
く
と
い
う
状
況
の
な
か
で
、
自
氏
を
顕
彰
す
る
た
め
に
主
張

し
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

但
馬
君
氏
が
日
子
坐
王
系
の
系
譜
を
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た

事
情
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
但
馬
君
氏
が
但

馬
国
造
に
任
じ
ら
れ
た
一
族
で
あ
る
と
と
も
に
、
但
馬
国
内
に

お
け
る
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
後
裔
氏
族
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。

註（
一
）　

拙
稿
「
但
馬
君
氏
に
つ
い
て
の
一
考
察
」（
加
藤
謙
吉
編
『
日
本
古
代
の

王
権
と
地
方
』
大
和
書
房
、
二
一
五
年
）。

（
二
）　

鷺
森
浩
幸
「
名
代
日
下
部
の
成
立
と
展
開
」（『
市
大
日
本
史
』
三
号
、

二
〇
〇
〇
年
）。

（
三
）　
『
播
磨
国
風
土
記
』
に
お
い
て
、
ア
メ
ノ
ヒ
ボ
コ
関
係
の
記
事
は
九
か
所

み
え
る
が
、
そ
の
う
ち
一
か
所
が
揖
保
郡
、
六
か
所
が
宍
禾
郡
（
揖
保

郡
に
北
接
す
る
揖
保
川
上
流
域
の
郡
）
で
あ
る
。

（
四
）　

鷺
森
浩
幸
「
名
代
日
下
部
の
成
立
と
展
開
」（
前
掲
）、
三
六
頁
。

（
五
）　

桜
井
勉
『
校
補　

但
馬
考
』
臨
川
書
店
、
一
九
七
六
年
。

（
六
）　

石
田
松
蔵
『
但
馬
史
』
１
、
の
じ
ぎ
く
文
庫
、
一
九
七
二
年
、
三
一
頁
。

（
七
）　

直
木
孝
次
郎
「
古
墳
と
豪
族
」（
兵
庫
県
史
編
集
専
門
委
員
会
編
『
兵
庫

県
史
』
第
一
巻
、
兵
庫
県
、
一
九
七
四
年
）。
石
田
善
人
「
古
代
の
出
石
」

（
出
石
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
出
石
町
史
』
第
一
巻
、
出
石
町
、
一
九
八

四
年
）。
田
中
忠
雄
「
大
和
王
権
の
時
代
」（
養
父
町
史
編
集
委
員
会
編

『
養
父
町
史
』
通
史
上
巻
、
養
父
町
、
一
九
九
〇
年
）
な
ど
。

（
八
）　

田
中
忠
雄
「
氏
姓
制
度
と
養
父
町
」（
前
掲
）、
一
六
五
頁
。

（
九
）　

篠
川
賢
「
律
令
制
下
の
国
造
」（
同
『
日
本
古
代
国
造
制
の
研
究
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
六
年
、
参
照
。

（
一
〇
）　

石
田
松
蔵
『
但
馬
史
』
１
（
前
掲
）、
四
七
頁
。

（
一
一
）　
『
粟
鹿
大
明
神
元
記
』
に
つ
い
て
は
、
是
沢
恭
三
「
粟
鹿
大
明
神
元
記

の
研
究
」
一
、
二
（『
日
本
学
士
院
紀
要
』
一
四
│
三
、
一
五
│
一
、
一

九
五
六
年
、
五
七
年
）。
田
中
卓
「
一
古
代
氏
族
の
系
譜
│
ミ
ワ
氏
族
の

移
住
と
隆
替
│
」（
同
『
日
本
国
家
成
立
史
の
研
究
』
皇
學
館
大
學
出
版

部
、
一
九
七
四
年
。
の
ち
『
田
中
卓
著
作
集
』
２
、
国
書
刊
行
会
、
一

九
八
六
年
）。
溝
口
睦
子
『
日
本
古
代
氏
族
系
譜
の
成
立
』
学
習
院
、
一

九
八
二
年
。
鈴
木
正
信
「
神
部
直
氏
の
系
譜
と
そ
の
形
成
│
『
粟
鹿
大

明
神
元
記
竪
系
図
』
の
検
討
を
通
じ
て
│
」（『
日
本
歴
史
』
七
八
〇
、

二
〇
一
三
年
）、
な
ど
参
照
。

（
一
二
）　

な
お
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
三
年
条
に
い
う
太
耳
の
娘
の
麻
多
烏
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に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
』
垂
仁
天
皇
八
十
八
年
七
月
条
で
は
、
前
津
耳

（
前
津
見
）
の
娘
の
麻

能
烏
と
し
て
い
る
（
す
な
わ
ち
、『
日
本
書
紀
』

垂
仁
天
皇
八
十
八
年
七
月
条
と
『
古
事
記
』
と
で
は
、
父
と
娘
の
名
が

逆
に
な
っ
て
い
る
）。

（
一
三
）　

宿
南
保
「
但
馬
の
古
代
氏
族
」（
和
田
山
町
史
編
纂
委
員
会
編
『
和
田

山
町
史
』
上
巻
、
和
田
山
町
、
二
〇
〇
四
年
）。
同
『
但
馬
の
歴
史
秘
話
』

神
戸
新
聞
総
合
出
版
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
。

（
一
四
）　

石
田
松
蔵
『
但
馬
史
』
１
（
前
掲
）、
六
九
頁
。

（
一
五
）　

三
品
彰
英
『
日
鮮
神
話
伝
説
の
研
究
』
柳
原
書
店
、
一
九
四
三
年
。

の
ち
『
三
品
彰
英
論
文
集
』
４
、
平
凡
社
、
一
九
七
二
年
）。
塚
口
義
信

「
天
之
日
矛
伝
説
の
謎
を
探
る
」（
大
和
文
化
会
編
『
古
代
大
和
の
謎
』

学
生
社
、
二
〇
一
〇
年
、
な
ど
。

（
一
六
）　

石
田
松
蔵
『
但
馬
史
』
１
（
前
掲
）、
六
三
頁
。
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